
（様式第 1)

（案件）

（受付番号）

No. 2 o 1 0-4 2 3 

疑義照会（回答）票

照会日

照会部署名
照会担当者

連絡先
メールアドレス

I業務実施部署の長の確認 i藤田

新規適用届⑲欄『社会保険労務士コード』の入力について

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

（内容）

く【厚生年金保険，健康保険】適用業務処理マニュアル (I-1-11) > 
0新規適用届⑲欄『社会保険労務士コード』の入力について

下記の①璽②についてご教示願いたい。

記

①業務処理マニュアルには、社会保険労務士の提出代行印が押印されている場合、新規適用後

も受託事業所と確認した場合に『社会保険労務士コード』に記入する。となっています。新規

適用時より受託事業所と確認できれば⑲欄に記入するだけで、事業所関係変更届 (104)の提出

は必要ないと考えますが、その認識で間違いないでしょうか？

②平成 17年4月26日付庁保険発第0426001号に基づき、新規適用届受理時等に【別添1. 別

添2】の提出をもとめています。マニュアルに記載がないのは、平成17年4月26日付庁保険

発第0426001号の通知は廃止となったのでしょうか？今後の取り扱いについて明確に示してい

ただきたい。

（回答）

①については、貴見のとおり。

②については、平成 17年4月26日付庁保険発第 0426001号の通知は廃止されていない

が、これまでの各都道府県の経緯等もあり、当該通知の「3」及び平成22年5月20日

付け指示・依頼（事企指 2010-42、品管指 2010-23、厚年指 2010-174にて示したところで

あにおいては、都道府県社会保険労務士会と協議することとされており、この結果を踏ま

え対応されたい。

回答日

回答部署名

回答作成者

連絡先
メールアドレス

主管担当部署の長の確認 I 山上
（軽微なものについてはグループ長）


